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指定野菜の保証基準額は平均価格の90％
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均取引価額が保証基準額（過去6年の平均価格の９割）を下回っている場合に、
その差額の９割が補てんされます。

　定量供給契約を締結した生産者が契約数量を確保するために余裕のある作付
けを行い、平均取引価額が発動基準価額（過去６年の平均価格の７割）を下回り
出荷調製を行った場合に、資金造成単価又は契約価額の７割のいずれか低い
額が補てんされます。



取引 A 指標価額を ときに、契約数量を

確保するため、
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発動基準額
（平均価格の70％相当）

平均取引価額

〇月 〇月 〇月

出荷

出荷調整

生産量

交付対象
数量

契約数量
市場

出荷量

（１）発動要件 （２）交付対象数量

２ 補てん内容

Ⅳ 契約野菜収入確保モデル事業

（１） 出荷調整タイプ（生産者が対象）

実需者等と定量・定価格契約を締結した生産者が契約数量を確保するために余
裕のある作付けを行い、平均取引価額が発動基準額（過去6年の平均価格の7
割）を下回り出荷調整を行った場合に、平均価額又は契約価格のいずれか低い
額の７割が交付されます

１ 加入できる野菜
加入できる野菜は、「指定野菜」（14品目）で、指定産地以外の地域で生産された

ものも対象です

数量確保タイプは、卸売業者、商社等の中間事業者が対象です

対象となる契約取引は、出荷者と実需者等の書面契約による契約取引です

野菜の種別・出荷期間ごとに補てんを受ける出荷数量を申し込みます

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬
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契約価格 A

購入限度価額
（A×150％、200％、300％、申込時に選択）

交付金額＝（（B※－A）×0.9×交付対象調達数量）

÷２

市場からの調達価格 B

契約価格

契約数量

不足分

不足分

市場からの購入調達
による掛増し経費

計画に基づく
生産者からの
仕入

（２） 数量確保タイプ（中間事業者が対象）

積立金の負担割合は、国50％、生産者・中間事業者50％です

生産者の積立金（負担金）は掛け捨てではありません

３ 資金の積立て

４ 加入手続き

毎年度、機構が1月（出荷期間が4～10月に開始）と7月（出荷期間が11月～翌3月

に開始）の2回公募により募集します

実需者等と定量・定価格契約を締結した中間事業者が、不作等により市場の平

均取引価額が指標価額を上回った場合に、契約数量の不足分として市場等から調

達した数量に応じて、調達価格と取引予定価格の差額（＝掛増し経費）の一部が交

付されます

8

※調達価格又は購入限度価額
のいずれか少ない額
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